
野生小動物捕獲檻を貸出します

金沢市民の方

貸出対象者

＊農家・法人等営利目的などは対象外

貸出条件

貸出期間：1ヵ月間
貸出台数：1世帯あたり1台
対象動物：ハクビシン、アナグマ、タヌキ

＜檻の管理＞
①居住地で檻を設置する
②1日1回以上の捕獲器見回り
③餌の設置・交換
④対象動物以外を捕獲した場合の放鳥獣
⑤捕獲した対象獣の処分
⑥檻の洗浄

申込・お問い合わせ

貸出から返却までの流れ

被害状況相談

現地確認

捕獲・檻貸出申請

返却・報告許可証発行

錯誤捕獲・放鳥獣

捕獲・処分

檻設置

民間業者

対象獣以外の動物を捕獲した
場合は自身で逃がしていただきます。

自身で捕獲・処分ができない
場合は、民間業者（消毒業）
にご相談ください。

許可証発行：約1週間

市職員が運搬・居住地にのみ設置

自身で捕獲・処分可能

〒920-8577 金沢市柿木畠1－1 金沢市環境局環境政策課
℡：076-220-2507 FAX：076-260-7193 E-Mail：kansei@city.kanazawa.lg.jp

アナグマ

ハクビシン

タヌキ

被害に遭われてる方


